
地

価

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

第
三
条

省

略

第
三
条

同

上

２
～
９

省

略

２
～
９

同

上

法
別
表
第
一
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
設
備
は
、
次

同

上

10

10

の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

法
別
表
第
一
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業

次
に
掲
げ
る

三

同

上

施
設
又
は
設
備

イ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
第

イ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
第

三
十
三
条
第
一
項
（
事
業
の
届
出
）
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
経
営

三
十
三
条
第
一
項
（
事
業
の
届
出
）
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
経
営

届
出
書
（
同
規
則
附
則
第
九
条
第
一
項
（
旧
法
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
等
の
効
力

届
出
書
（
同
規
則
附
則
第
八
条
第
一
項
（
旧
法
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
等
の
効
力

）
の
規
定
に
よ
り
当
該
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
経
営
届
出
書
と
み
な
さ
れ
る
も

）
の
規
定
に
よ
り
当
該
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
経
営
届
出
書
と
み
な
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。
）
に
記
載
し
た
営
業
所
、
自
動
車
車
庫
及
び
乗
務
員
の
休
憩
又
は
睡

の
を
含
む
。
）
に
記
載
し
た
営
業
所
、
自
動
車
車
庫
及
び
乗
務
員
の
休
憩
又
は
睡

眠
の
た
め
の
施
設

眠
の
た
め
の
施
設

ロ

専
ら
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規

ロ

専
ら
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
規

定
す
る
事
業
用
自
動
車
の
た
め
に
使
用
す
る
洗
車
場
等

定
す
る
事
業
用
自
動
車
の
た
め
に
使
用
す
る
洗
車
場
等

四

省

略

四

同

上

～

省

略

～

同

上

11

15

11

15

（
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

（
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

第
五
条

省

略

第
五
条

同

上

２

令
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
の
各
号

２

同

上

に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
の
区
分
に
応
じ
当
該
施
設
又
は
設
備
の
外
壁
そ
の
他
の
工
作

物
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
距
離
だ
け
離
れ
た
点
の
軌
跡
で
囲
ま
れ
た
区
域
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
一
号
（
貯
蔵
所
の
区
分
）
に
規
定
す
る

二

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
一
号
（
貯
蔵
所
の
区
分
）
に
規
定
す
る

屋
内
貯
蔵
所
（
同
令
第
十
条
第
三
項
（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
）
の
屋
内
貯
蔵
所
並
び

屋
内
貯
蔵
所
（
同
令
第
十
条
第
三
項
（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
）
の
屋
内
貯
蔵
所
並
び

に
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
（
特
定
屋
内
貯
蔵
所

に
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
（
特
定
屋
内
貯
蔵
所

の
特
例
）
、
第
十
六
条
の
二
の
六
第
一
項
（
高
引
火
点
危
険
物
の
特
定
屋
内
貯
蔵
所

の
特
例
）
及
び
第
十
六
条
の
二
の
六
第
一
項
（
高
引
火
点
危
険
物
の
特
定
屋
内
貯
蔵

1



の
特
例
）
及
び
第
十
六
条
の
二
の
十
第
一
項
（
蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
危
険
物

所
の
特
例
）
の
屋
内
貯
蔵
所
を
除
く
。
）

当
該
屋
内
貯
蔵
所
の
次
に
掲
げ
る
区
分

の
特
定
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）
の
屋
内
貯
蔵
所
を
除
く
。
）

当
該
屋
内
貯
蔵
所
の

に
応
じ
当
該
屋
内
貯
蔵
所
の
位
置
に
係
る
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
次
に
定
め
る
距

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
屋
内
貯
蔵
所
の
位
置
に
係
る
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ

離
の
う
ち
最
も
短
い
距
離

た
次
に
定
め
る
距
離
の
う
ち
最
も
短
い
距
離

イ

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
屋
内
貯
蔵
所
以
外
の
当
該
屋
内
貯
蔵
所

危
険
物
の

イ

ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
屋
内
貯
蔵
所
以
外
の
当
該
屋
内
貯
蔵
所

危
険
物
の

規
制
に
関
す
る
政
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

規
制
に
関
す
る
政
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
距
離
又
は
同
号

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
距
離
又
は
同
号

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
距
離

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
距
離

ロ
・
ハ

省

略

ロ
・
ハ

同

上

ニ

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
項
（
蓄
電
池
に
よ

り
貯
蔵
さ
れ
る
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）
の
屋
内
貯
蔵
所

同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
同
規
則
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項

第
一
号
ハ
に
定
め
る
距
離
又
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
距
離

ホ

省

略

ニ

同

上

三

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

三

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
八
第
一
号
及
び
第
三
号
（
特

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
六
第
一
号
及
び
第
三
号
（
特

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
）
に
掲
げ
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
）
に
掲
げ
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

を
除
く
。
）

当
該
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
屋
外
タ

を
除
く
。
）

当
該
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所
の
位
置
に
係
る
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
次
に
定
め
る
距
離
の
う
ち
最

ン
ク
貯
蔵
所
の
位
置
に
係
る
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
次
に
定
め
る
距
離
の
う
ち
最

も
短
い
距
離

も
短
い
距
離

イ
・
ロ

省

略

イ
・
ロ

同

上

ハ

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
（
高
引
火
点
危

ハ

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
高
引
火
点
危
険
物

険
物
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

同
条
第
三
項
第

の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

同
条
第
三
項
第
一
号

一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
第
十
三
条
の
六
第
三

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第

項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
距
離
又
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
距
離

一
号
ハ
に
定
め
る
距
離
又
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
距
離

四
～
四
十
八

省

略

四
～
四
十
八

同

上

３
～
７

省

略

３
～
７

同

上

８

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

８

同

上

土
地
等
が
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
土
地
等
（
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
土
地
等
を
除
く
。

）
又
は
同
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の

土
地
等
（
こ
れ
ら
の
土
地
等
の
部
分
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
土
地
等
の
部
分
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
の
各
号
に
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掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
証
明
し
た
書
類
で
こ
れ
ら
の
土
地
等
の

所
在
地
及
び
面
積
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
年
の
課
税
時
期
に
係
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限

（
そ
の
年
の
課
税
価
格
が
基
礎
控
除
の
額
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

期
限
に
相
当
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
七
年
間
、
そ
の
者
の
納
税
地
に
お
い
て
法
第
三
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
帳
簿
と
併
せ
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

六

法
別
表
第
二
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
者
の
同
号
ホ
に
規
定
す
る
貯
蔵
施
設
又
は
特
定

六

法
別
表
第
二
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
者
の
同
号
ホ
に
規
定
す
る
貯
蔵
施
設
又
は
特
定

供
給
設
備
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
う
ち
同
号
に
掲
げ
る
も
の

液
化
石
油

供
給
設
備
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
う
ち
同
号
に
掲
げ
る
も
の

液
化
石
油

ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
事
業
の
登
録
）
の
登
録
、
同
法
第
八
条
（
販
売
所

百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
事
業
の
登
録
）
の
登
録
、
同
法
第
八
条
（
販
売
所

等
の
変
更
の
届
出
）
の
届
出
又
は
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
貯
蔵
施
設
等
の
設
置

等
の
変
更
の
届
出
）
の
届
出
又
は
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
貯
蔵
施
設
等
の
設
置

の
許
可
）
若
し
く
は
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
（
変
更
の
許
可
）
の
許
可
に
係
る
経

の
許
可
）
若
し
く
は
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
（
変
更
の
許
可
）
の
許
可
に
係
る
経

済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の

済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

長
七
～
十
四

省

略

七
～
十
四

同

上

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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